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◆問い合わせ先　上下水道課　下水道担当　☎ 0748-52-6579

下水道への接続をお願いします！下水道への接続をお願いします！
　生活雑排水などの汚れた水が、そのまま側溝に流れると、水路や川、やがて湖まで汚れが広がっていき
ます。下水道に接続すると、台所やお風呂の排水をはじめ、し尿もすべて下水道管に流れるため、浄化槽
が不要となります。下水道は汚水を下水道管に集めて運び、処理場できれいにしてから放流するので、川
や湖を汚染から防ぎ、大切な水資源ときれいな自然を守ることができます。
　日野町の下水道への接続率は年々上昇していますが、他市町と比べると低いのが現状です。今一度下水
道への接続をご検討ください。
　なお、住宅リフォームを伴う下水道への接続工事を行う場合は、日野町住宅リフォーム等促進事業助成
金（16ページ参照）の活用をご検討ください。

■土地または家屋の価格等の縦覧
 　 　縦覧は、納税者が自分の所有する土地・家屋の評価額が適正かどうか、他の資産の評価額と 

比較して確認するものです。
　　期　間　４月１日（月）～５月31日（金）
　　場　所　税務課（役場１階）
　　縦覧できる人　町内に課税対象の土地・家屋を所有する人
　　縦覧の対象　①土地価格等縦覧帳簿（土地の納税者）
　　　　　　　　　※所在・地番・地目・地積・価格を記載
　　　　　　　　②家屋価格等縦覧帳簿（家屋の納税者）
　　　　　　　　　※所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格を記載

■固定資産税台帳の閲覧
 　 　閲覧は、納税義務者（所有者）が、固定資産課税台帳の自分の資産について記載された部分を 

確認するものです。
　　開始日　４月１日（月）
　　場　所　税務課（役場１階）
　　縦覧できる人　納税義務者とその同居の親族、または借地・借家人など
　　　　　　　　※借地・借家人などは、閲覧の範囲が限られます。　
　　閲覧の対象　所有者、所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額など

　縦覧・閲覧には本人確認ができる書類などの提示が必要です。縦覧できる人の条件や本人確認の
方法など、詳しくはお問い合わせください。

お住まいのリフォームなどをお考えの方へお住まいのリフォームなどをお考えの方へ
｢住宅リフォーム助成金｣｢住宅リフォーム助成金｣をご利用くださいをご利用ください

　「日野町住宅リフォーム等促進事業助成金」を令和6年度も実施します。
　「お風呂やトイレを直したい」「外壁を塗り直したい」「雨漏りする屋根を葺

ふ

き替えたい」な
ど、町にお住まいの皆さんが、住宅の修繕・改修・補修工事（住宅リフォーム）などを行う場
合に、その経費の一部を商品券で助成します。この事業により、町内の建築業、商業など関
連産業への民間需要を呼び起こし、個人消費を促して地域経済の活性化を図っていきます。

●
対
象
住
宅

自
ら
が
所
有
し
、
居
住
し
て
い
る
住
宅
。

併
用
住
宅
等
は
専
有
部
分
の
み
対
象（
借

家
、賃
貸
、売
却
が
目
的
の
住
宅
は
除
く
）。

●
助
成
金
額

　 

対
象
工
事
費
の
10
％

　（
千
円
未
満
切
り
捨
て
※
上
限
10
万
円
）

　 

申
請
後
の
工
事
内
容
変
更
に
よ
る
助
成

金
の
増
額
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

●
交
付
方
法

　
町
が
指
定
す
る
商
品
券
で
交
付

●
申
し
込
み
で
き
る
方

＊
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

・ 

町
内
に
住
所
を
有
し
、
居
住
さ
れ
て
い

る
方

・  

助
成
対
象
住
宅
を
所
有
さ
れ
て
い
る
方

（
同
一
世
帯
の
方
を
含
む
）

・ 

国･

県･

町
等
か
ら
、
他
の
制
度
の
補
助

を
受
け
て
い
な
い
方

・ 

町
税
や
使
用
料
、
町
の
各
種
融
資
の
償

還
に
滞
納
が
な
い
方

・ 

令
和
３
年
度
以
降
に
こ
の
事
業
の
助
成

金
を
限
度
額
に
達
す
る
ま
で
受
け
ら
れ

て
い
な
い
方

●
申
し
込
み
の
条
件

＊
次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の

・ 

町
内
に
本
社
を
有
す
る
法
人
か
個
人
の

施
工
業
者
を
利
用

・ 

対
象
の
工
事
費
が
20
万
円
以
上

・ 

交
付
決
定
後
に
着
手
し
、
年
度
内（
当
年

度
の
３
月
31
日
ま
で
）に
完
了
す
る
工
事

・ 

公
共
下
水
道
、
農
村
下
水
道
供
用
開
始

区
域
内
の
住
宅
で
、
未
接
続
の
場
合
は
、

下
水
道
へ
の
接
続

【
対
象
工
事
】

＊
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

・ 

老
朽
化
、
災
害
な
ど
に
よ
る
住
宅
の

修
繕
、
改
修
、
補
修
の
工
事

・ 

住
宅
の
模
様
替
え
の
た
め
の
工
事

・ 

便
所
、
台
所
、
浴
室
な
ど
の
公
共
下

水
道
関
連
工
事

・ 

対
象
建
物
へ
の
防
犯
機
能
の
付
与
お

よ
び
強
化
の
た
め
の
工
事

・ 
日
野
祭
を
見
る
た
め
の
桟
敷
窓
設
置

工
事

・ 

個
人
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

の
設
置
工
事

●
助
成
金
の
交
付
申
請
の
方
法

【
申
請
書
の
受
付
】
　

　 

４
月
15
日（
月
）か
ら
先
着
順
で
随
時

受
け
付
け
ま
す
。

【
申
請
に
必
要
な
書
類
】
　　

・ 

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
金
交
付
申
請

書
お
よ
び
同
計
画
書

・ 

工
事
見
積
書（
見
積
金
額
の
内
訳
・
施

工
箇
所
が
確
認
で
き
る
も
の
）

・ 

リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
前
の
住
宅
の
写
真

お
よ
び
図
面（
写
真
は
工
事
予
定
箇
所

が
わ
か
る
よ
う
に
撮
っ
て
く
だ
さ
い
）

　 

　 

申
請
書
等
の
必
要
書
類
は
商
工
観
光

課
に
て
配
付
し
、
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
も
掲
載
し
ま
す
。
申
請
方
法
な

ど
が
わ
か
り
に
く
い
場
合
は
、
住
宅

リ
フ
ォ
ー
ム
の
概
要
書
類（
見
積
書
、

図
面
な
ど
）を
ご
持
参
の
う
え
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

●
そ
の
他

　 

工
事
は
、
交
付
決
定
後
に
着
手
し
、
年

度
内（
当
年
度
の
３
月
31
日
ま
で
）に
完

了
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

申
請
後
の
工
事
内
容
変
更
に
よ
る
助
成

金
の
増
額
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

助
成
対
象
を 

　
　
　拡
充
し
て
い
ま
す
！

　
空
き
家
の
有
効
活
用
に
よ
る
移

住
・
定
住
促
進
を
図
る
た
め
、
持
ち

家
以
外（
借
家
・
ア
パ
ー
ト
等
）か
ら

の
転
居
、
も
し
く
は
町
外
か
ら
の
転

入
予
定
者
が
年
度
内
に
転
居
・
転
入

さ
れ
た
場
合
、
対
象
工
事
費
の
20
％

（
上
限
20
万
円
）を
助
成
し
ま
す
。

リフォーム実施例

◆問い合わせ先　商工観光課　商工観光担当　☎ 0748-52-6562
◆問い合わせ先　税務課　固定資産税担当　☎ 0748-52-6572
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リフォーム実施例

◆問い合わせ先　商工観光課　商工観光担当　☎ 0748-52-6562
◆問い合わせ先　税務課　固定資産税担当　☎ 0748-52-6572
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